
1 
 

個人情報保護委員会 規制の事前評価書 

（個人情報データベース等から除外されるものに関する規定の整備） 

 

所管部局名：個人情報保護委員会事務局 

電話番号：03-6457-9748 

e-mail：g.hourei@ppc.go.jp 

評価実施時期：平成 28年７月 
 

 

１．規制の目的、内容及び必要性 

 (1)現状及び問題点 

個人情報保護法では、個人情報データベース等を構成する個人情報（個人データ）

に対して一定の規律を課しているところ、個人情報データベース等は、定義上、個

人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人を検索することができるように体

系的に構成したものとされている。この定義には、市販の電話帳等の誰でも購入可

能な名簿類も該当するため、形式的にはそのような情報についても各種規制の対象

とされている。 

しかしながら、市販の電話帳等については、これを市販の状態のまま使用する場

合には、たとえ漏えいしたとしても、当該漏えいにより個人の権利利益を侵害する

おそれはほとんどないと考えられる。 

そのような性質の名簿類についても、他の個人情報と同様に各種規律を遵守させ

ることは、個人情報取扱事業者にとって過剰な負担となると考えられたことから、

改正個人情報保護法では、「利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少

ないものとして政令で定めるもの」を個人情報データベース等から除外することと

している。 

 

 (2)規制の新設又は改廃の目的、内容及び必要性 

①新設又は改廃の目的 

利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものを政令で定める

ことで、必要性の低い規制を排し、個人情報取扱事業者の負担を緩和することを目

的とする。 

②新設又は改廃の内容 

次の要件を満たすものを、個人情報データベース等から除外されるものと規定す

る。具体的には、市販の電話帳等が該当する。 

・不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであり、かつ、

その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものではないこと。 

・不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであるこ

と。 

・生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているも

のであること。 

③新設又は改廃の必要性 
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利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものを個人情報デー

タベース等から除外し、個人情報取扱事業者の負担を緩和するためには、政令にお

いて明確に規定する必要がある。 

 

(3)関連する主要な政策 

特になし。 

 

(4)根拠法令 

・個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）第２条第４項 

 

(5)法令の名称・関連条項とその内容  

・個人情報の保護に関する法律施行令改正案第３条（個人情報データベース等） 

 

 

２．規制の新設又は改廃案の規制の費用及び便益 

 

(1)規制の費用 

①遵守費用 

今般の政令案の規定は、規制の対象となる情報の範囲を狭めるものであるため、

個人情報取扱事業者における遵守費用は増加しない。 

②行政費用 

今般の政令案の規定は、規制の対象となる情報の範囲を狭めるものであるため、

個人情報保護委員会における行政費用は増加しない。 

③その他の社会的費用 

今般の政令案で規定する要件に合致する名簿類（市販の電話帳等）を構成する個

人情報には、個人情報保護法における安全管理措置義務や第三者提供の制限等の規

定が適用されないこととなるが、そもそも誰でも購入可能な情報であるため、これ

らの規定が適用されないことによる個人の権利利益への影響は極めて限定的であ

る。 

 

(2)規制の便益 

①遵守便益 

今般の政令案で規定する要件に合致する名簿類（市販の電話帳等）を構成する個

人情報については、これを第三者に提供する際の本人同意の取得や、漏えい等を防

ぐために必要な安全管理措置の実施等が不要となるため、これに必要な消費者への

説明や同意書等の書面の作成、安全管理のための物品の購入費用や職員への研修の

費用等の各種費用が減少する。 

②行政便益 

今般の政令案で規定する要件に合致する名簿類（市販の電話帳等）を構成する個

人情報については、安全管理措置義務や第三者提供の制限等の規定が適用されない

こととなるため、個人情報保護委員会における監督等に必要な行政費用も減少する。 

③その他の社会的便益 
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今般の政令案で規定する要件に合致する名簿類（市販の電話帳等）の取扱いに関

する過剰な規制の適用が除外されることにより、有用な情報の適正な流通・利活用

が推進される。 

 

 

３．政策評価の結果（費用と便益の関係の分析等） 

上述のとおり、各種便益の増大に比べ、費用の増加は極めて限定的となるこ

とから、今般の政令案は妥当と考えられる。 

 

 

４．規制の新設又は改廃案と代替案との比較 

個人情報データベース等から除外されるものを政令で規定することで、個人情報取扱

事業者の義務履行の過剰な負担を軽減することが政策目的であるため、政令で規定する

以外の代替案は想定されない。 

 

 

５．有識者の見解、評価に用いた資料その他関連事項 

特になし。 

 

 

６．レビューを行う時期又は条件 

「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」（平成 27年法律第 65号）附則第 12

条第３項において、施行後３年ごとの見直しが規定されている。 

 

○個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の一部を改正する法律（平成 27年法律第 65号） 

附 則 

第 12 条 

３ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する

国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展

の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認める

ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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